
佐賀市資源物回収奨励金交付要綱 

 

  （趣旨）  

第１条 この要綱は、ごみの減量及び資源の有効利用を図るため、自主的に資源物

回収運動を実践している団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにつ

いて、佐賀市補助金等交付規則（平成 17 年佐賀市規則第 64 号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

  （定義）  

第２条 この要綱における用語の意義は、次に定めるもののほか、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の例による。 

  (1) 「資源物」とは、一般廃棄物のうち資源として再利用及び再資源化できるも

ので、古紙、古布その他市長が認めたものをいう。  

  (2) 「回収業者」とは、資源物の回収を業とし、第６条の登録を受けた者をいう。  

  （奨励金の対象団体）  

第３条 奨励金の対象団体は、資源物の回収運動を行う自治会、婦人会、子供会、

ＰＴＡ、老人会等の営利を目的としない団体で、第５条の登録を受けたもの（以

下「回収団体」という。）とする。  

  （奨励金の額） 

第４条  奨励金の額は、１kg 当り３円とする。  

  （回収団体の登録） 

第５条  回収団体の登録を受けようとする団体は、資源物回収団体登録申請書（様

式第１号）を市長に提出しなければならない。  

２   市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、資源物回

収団体登録通知書（様式第２号）により当該団体に通知するものとする。 

  （回収業者の登録） 

第６条  回収業者の登録を受けようとする業者は、資源物回収業者登録申請書（様

式第３号）を市長に提出しなければならない。  

２   市長は前項の申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、資源物回収

業者登録通知書（様式第４号の１）により当該業者に通知するものとする。 

３ 登録期間は、原則として、回収業者の登録を行った月の属する年度の翌年度末

までとする。  



（回収業者の廃止等の届出） 

第７条  前条に規定する登録の通知を受けたものは、その登録を廃止し、又は休止

するときは、速やかに資源物回収業者登録廃止届出書（様式第４号の２）により

市長に届けなければならない。 

（回収業者の申請事項の変更の届出） 

第８条  回収業者は、第６条の申請書及びその添付書類の記載事項に変更があった

ときは、速やかに資源物回収業者登録申請事項変更届出（様式４号の３）により

市長に届けなければならない。 

  （回収団体の資源物の処理） 

第９条  回収団体は、次のとおり資源物の処理を行い、円滑な資源物回収に努め

なければならない。 

  (1) 資源物集積所の位置を決定すること。 

  (2) 資源物集積所を適正に管理すること。 

  (3) 自主回収した資源物を適正に処理し、回収業者に売却すること。  

  (4) 市長が行う収集及び処理に混乱を及ぼさないこと。  

  （回収業者の資源物の処理） 

第１０条 回収業者は、前条第３号の規定により売却された資源物について、品目

別に計量し、計量証明書を作成しなければならない。  

  （奨励金の交付申請）  

第１１条 奨励金の交付を受けようとする回収団体は、奨励金交付申請書（様式第

５号）に第１０条の計量証明書を添えて市長に提出しなければならない。 

  （奨励金の交付決定）  

第１２条 市長は、前条の規定により提出された奨励金交付申請書を審査し、申請

が適当であると認めたときは、奨励金の額を確定し、奨励金交付決定通知書（様

式第６号）により回収団体に通知するものとする。  

  （奨励金の請求） 

第１３条 回収団体は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書

（様式第７号）を市長に提出しなければならない。  

  （登録承認の取消し）  

第１４条 市長は、回収団体又は回収業者が次の各号のいずれかに該当したときは、

登録若しくは奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付を受けた奨励金の全部



又は一部を返還させることができる。 

  (1) 虚偽の登録申請によって登録を受けたとき。 

  (2) この要綱に違反する行為を行ったとき。  

  (3) 廃棄物に関する法令又は条例等に違反したとき。  

  （指導）  

第１５条 市長は、この要綱の目的を達成するため、回収団体及び回収業者に対し

て資源物回収に必要な指導を行うことができる。  

  （補則）  

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則  

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市佐賀地区資源物回収奨励金交付要綱

（平成 17 年佐賀市要綱）、佐賀市大和地区地域住民のふれあい運動及び資源物リ

サイクル運動奨励金交付要綱（平成 17 年佐賀市要綱）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたも

のとみなす。  

附  則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱及び川副

及び東与賀地区資源ごみ集団回収補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。  



附  則  

この要綱は、平成 22 年 7 月 20 日から施行する。  

附  則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成 22 年 12 月 6 日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたも

のとみなす。  

附  則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたも

のとみなす。  

３ この要綱の施行の日の前日までに、回収業者の登録を受けた業者の登録期間は、

平成 25 年 3 月 31 日までとする。  

   附 則  

（施行期日）  

この要綱は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。  

   付 則  

（施行期日）  

この要綱は、平成 27 年 1 月 5 日から施行する。  

付 則 

（施行期日）  

この要綱は、令和３年８月３日から施行する。  

（施行期日）  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 



様式第１号 

 

                                                     年     月     日  

 

  （あて先）佐賀市長 

 

団体名                                                       

代表者郵便番号  

代表者住所 

代表者氏名  （署名）                        

                                          （℡                   ）  

 

 

資源物回収団体登録申請書 

 

  資源物回収団体として登録したいので、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱

の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

１  回収予定回数 

 

 

 

 

 

２  資源物集団回収集積所の位置図 

 

 

 

 

 

 

＊ 法人格のある団体の代表者氏名は記名押印とします。ただし、自治会について

は認可地縁団体の登録がある場合でも署名で結構です。 



様式第２号 

 

                                                   佐市循推第      号 

                                                     年    月    日 

 

                    様 

 
 

 

 

資源物回収団体登録通知書 

 

  年   月   日付けで申請のあった資源物回収団体登録申請につい

て、審査の結果適当と認め、回収団体として登録したので佐賀市資源物回収

奨励金交付要綱の規定により通知します。 

 

 

 

                                    佐賀市長 印 
 

 



様式第３号 

 

                                                      年    月    日 

 

  （あて先）佐賀市長 

 

                                       業 者 名     

 

                                       住      所 

 

                                       代表者氏名                  印 

                                              （℡      －          ） 

 

 

資源物回収業者登録申請書 

 

  資源物回収業者として登録したいので、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱

の規定により、下記の書類を添えて申請します。 

 

                               記 

 

添付書類（裏面に貼付） 

  (1) 市町村民税に滞納がないことを証明する書類（完納証明書） 

  (2) 住民票の写し又は登記簿 

  (3) 車検証の写し 

  (4) 誓約書 

 



様式第４号の１ 

 

                                                   佐市循推第      号 

                                                      年    月    日 

 

                    様 

 

                                    佐賀市長 印 
 

  

 

 

資源物回収業者登録通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった資源物回収業者登録申請について、

審査の結果適当と認め、下記のとおり回収業者として登録したので佐賀市資

源物回収奨励金交付要綱の規定により通知します。   

 

記 

 

１ 登録期間 

 

 

 

 

 

２ 条件 

 

 



様式第４号の２ 

 

                                                      年    月    日 

 

  （あて先）佐賀市長 

 

                             業  者 名     

 

                             住       所 

 

                             代表者氏名                       印 

                                               

 

 

資源物回収業者登録廃止届出書 

 

  佐賀市資源物回収奨励金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 廃止年月日  

 

 

 

 

 

２ 廃止理由  

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号の３ 

 

                                                      年    月    日 

 

  （あて先）佐賀市長 

 

                             業  者 名     

 

                             住       所 

 

                             代表者氏名                       印 

                                               

 

 

資源物回収業者登録申請事項変更届出書 

 

  佐賀市資源物回収奨励金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．変更内容  

 

 

 

 

 

 

２．変更日 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

                                                    年     月     日  

  （あて先）佐賀市長 

団体名                                                       

代表者郵便番号  

代表者住所 

代表者氏名（署名）                         

                                          （℡                    ） 

 

資源物回収奨励金交付申請書 

 

年  月から    年  月までに資源物回収を実施したので、佐賀市資

源物回収奨励金交付要綱の規定により、下記のとおり奨励金の交付を申請します。 

記  

１   奨励金の交付申請金額                    円 

  ※  交付申請金額 ＝ １kg 当たりの単価 3 円 × 回収実績     kg 

２   回収実績報告                        （単位：kg） 

回収年月日 新聞･チラシ ダンボール 雑 誌 類 古  布 合  計 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合  計      

３ 添付書類  業者の計量証明書（原本） 

＊ 法人格のある団体の代表者氏名は記名押印とします。ただし、自治会について

は認可地縁団体の登録がある場合でも署名で結構です。 



様式第６号 

 

                                            佐市指令循推第      号 

                                                   年    月    日 

 

                    様 

 

                                    佐賀市長 印 
 

  

 

 

                       資源物回収奨励金交付決定通知書 

 

       年    月    日付けで申請のあった資源物回収奨励金については、下

記のとおり交付決定したので、佐賀市資源物回収奨励金交付要綱の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

 

    奨励金交付決定額                       円 

 

 

 



様式第７号 

 

                                      年    月    日 

 

  （あて先）佐賀市長 

                     

団体名                                                       

代表者郵便番号  

代表者住所 

代表者氏名（署名）                         

                                      （℡                    ） 

 

資源物回収奨励金請求書 

 

  佐賀市資源物回収奨励金交付要綱の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

請求金額                 円 

 

内 訳 

  Ａ  単  価   Ｂ  重      量     請求金額      （Ａ×Ｂ） 

１㎏当たり３円          kg                                   円 

 

 

振込先 

金融機関名 

                  銀    行                本店 

                  信用金庫                支店 

                 農    協                支所 

ふりがな 

口座名義 

 

口座番号 
 普通預金 
 

 当座預金 

＊  法人格のある団体の代表者氏名は記名押印とします。ただし、自治会について

は認可地縁団体の登録がある場合でも署名で結構です。 


